
秋田市告示第347号

令和７年12月23日の「令和７年11月秋田市議会定例会」において議決を

経た予算およびその要領は、別紙のとおりである。

令和７年12月25日

秋田市長 沼 谷 純



議案第129号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第４号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ866,242千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,970,736千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許

費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第４条 市債の補正は、「第４表 市債補正」による。



16 26,760,012 172,000 26,932,012

1 国庫負担金 21,767,419 32,202 21,799,621

2 国庫補助金 4,913,210 134,773 5,047,983

3 委託金 79,383 5,025 84,408

17 10,533,303 18,851 10,552,154

1 県負担金 6,828,561 10,286 6,838,847

2 県補助金 2,888,177 8,565 2,896,742

19 2,529,033 351,000 2,880,033

1 寄附金 2,529,033 351,000 2,880,033

21 1,046,435 166,691 1,213,126

1 繰越金 1,046,435 166,691 1,213,126

23 10,614,900 157,700 10,772,600

1 市債 10,614,900 157,700 10,772,600

149,104,494 866,242 149,970,736

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰越金

市債

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



2 18,979,764 271,249 19,251,013

1 総務管理費 16,461,288 189,774 16,651,062

2 徴税費 1,208,066 69,815 1,277,881

5 統計調査費 195,766 11,660 207,426

3 56,771,439 62,922 56,834,361

1 社会福祉費 26,638,380 57,897 26,696,277

4 国民年金費 51,397 5,025 56,422

4 10,864,913 93,862 10,958,775

1 環境衛生費 548,844 8,148 556,992

2 保健所費 2,393,242 59,925 2,453,167

7 母子衛生費 792,982 25,789 818,771

7 9,870,210 156,677 10,026,887

1 商工費 9,870,210 156,677 10,026,887

10 12,966,188 274,032 13,240,220

2 小学校費 2,954,625 57,746 3,012,371

3 中学校費 1,657,856 16,595 1,674,451

5 幼稚園費 340,075 55,600 395,675

6 社会教育費 2,597,276 101,479 2,698,755

7 保健体育費 829,936 42,612 872,548

11 175,562 7,500 183,062

1 農林水産施設災害復旧費 10,002 7,500 17,502

149,104,494 866,242 149,970,736

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

総務費

民生費

衛生費

商工費

教育費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



  第２表　　繰越明許費

千円
2 2 徴税費 税制改正関連システム改修経費 69,815

4 2 保健所費 保健所・保健センター改修経費 57,519

8 5 都市計画費 土地区画整理会計繰出金 345,000

10 2 小学校費 小学校屋根等防水改修事業 24,760

6 社会教育費 明徳館施設整備等経費 98,000

総務費

款 項 事 業 名 金 額

衛生費

教育費

土木費



第３表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和7年度
～

令和8年度

秋田市ふるさと応援寄附金推進事業 令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

戸籍システム更新・運用経費 令和7年度
～

令和10年度

総合案内フロアマネジャー業務委託経費 令和7年度
～

令和10年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

27,500

132,437

後期高齢者健康診査事業 168,257

旧松倉家住宅管理運営経費 24,447

「美術館の街」活性化事業

戸籍システム標準化事業 44,585

戸籍システム等改修経費 22,724

文化創造館管理運営経費 112,760

あきた芸術劇場管理運営費

1,395,877

企業版ふるさと納税推進事業 2,200

基幹系システム標準化・運用事業 338,085

40,255

事 項 期 間 限 度 額

千円
外部監査実施経費 10,753

111,966

国民年金システム改修経費 7,480



令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

健康管理関連事業委託経費等 令和7年度
～

令和8年度

在宅子育てサポート事業 令和7年度
～

令和8年度

子ども広場運営事業 令和7年度
～

令和10年度

農業経営等復旧・継続支援対策事業 令和7年度
～

令和8年度

道路維持修繕事業 令和7年度
～

令和8年度

冬みち安全安心対策除雪強化事業 令和7年度
～

令和8年度

消融雪施設整備事業 令和7年度
～

令和8年度

道路改良事業 令和7年度
～

令和8年度

側溝改良事業 令和7年度
～

令和8年度

交通安全施設等整備事業 令和7年度
～

令和8年度

古川流域治水対策事業 令和7年度
～

令和8年度

千円
社会福祉関連サービス委託経費等 22,138

1,362

80,000

18,566

1,790

43,197

1,147

障がい者福祉関連サービス委託経費等 164,125

老人福祉関連サービス委託経費等 10

事 項 期 間 限 度 額

124,000

81,869

90,000

70,053

17,000



都市公園バリアフリー化事業 令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和12年度

ＩＣＴ支援員配置経費 令和7年度
～

令和10年度

飯島南小学校スクールバス車両借上経費 令和7年度
～

令和12年度

明徳館文庫運営事業 令和7年度
～

令和10年度

施設設備管理費及び機器使用料等 令和7年度
（令和7年度設定文書法制課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定防災安全対策課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定財産管理活用課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定工事検査室分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定企画調整課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定財政課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定情報統計課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定広報広聴課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定市民税課分） ～

令和8年度

千円

27,828

6,102

858

3,604

166,242

16,756

138,996

163,336

39,782

限 度 額

38,950

26,007

4,339

事 項

11,000

市議会会議録閲覧検索システム運用経費 3,170

期 間



施設設備管理費及び機器使用料等 令和7年度
（令和7年度設定東京事務所分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定観光振興課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定文化振興課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定スポーツ振興課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定大森山動物園分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度 3,014
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定民俗芸能伝承館分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定佐竹史料館分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定生活総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定市民課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定新屋ガラス工房分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

1,559

22,258

千円

（令和7年度設定秋田城跡歴史資料館分）

事 項 期 間 限 度 額

120,482

6,201

85,726

15,473

2,222

2,646

46,739

（令和7年度設定秋田市民交流プラザ管理室分）

453

（令和7年度設定西部市民サービスセンター分）

（令和7年度設定北部市民サービスセンター分）

107,550同　上

同　上 302,949

同　上 4,672



施設設備管理費及び機器使用料等 令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定市民相談センター分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定福祉総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定食肉衛生検査所分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定保健総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子ども育成課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子ども福祉課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子ども健康課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子育て相談支援課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定環境総務課分） ～

令和8年度

334

（令和7年度設定河辺市民サービスセンター分）

（令和7年度設定雄和市民サービスセンター分）

（令和7年度設定南部市民サービスセンター分）

20

同　上

19,563

2,791

2,653,600

3,586

43,078

事 項

105,561

59,236

4,735

6,443

同　上

（令和7年度設定中央市民サービスセンター分）

64,741
（令和7年度設定東部市民サービスセンター分）
同　上

20,679

期 間

千円

限 度 額

88,272



令和7年度
（令和7年度設定産業企画課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定建設総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定都市総務課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定会計課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定議会事務局分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定農業委員会事務局分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定教育委員会総務課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定学事課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定教育研究所分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定生涯学習室分） ～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定自然科学学習館分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定中央図書館明徳館分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定秋田商業高等学校分） ～

令和8年度

千円

同　上 5,170

施設設備管理費及び機器使用料等

同　上 2,320

事 項

同　上 8,682

同　上

同　上 13,139
（令和7年度設定太平山自然学習センター分）

同　上 3,086

同　上 2,801

45,373

107,687

同　上 3,370

267,695

182,921

331,014

177同　上

同　上 10,382

同　上

期 間 限 度 額



令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定消防本部総務課分） ～

令和8年度

(変　更)

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

令和7年度 7,334 令和7年度 10,123
～ ～

令和8年度 令和8年度

千円

事 項 期 間 限 度 額

住民基本台帳業務関連システム標準化対
応経費

（令和7年度設定御所野学院高等学校分）

（令和7年度設定秋田公立美術大学附属高等学院分）

同　上 63,736

同　上 748

施設設備管理費及び機器使用料等 2,273

事 項
補 正 前 補 正 後



 第４表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

保 健 所 費 54,700 54,700
普通貸借
又 は
証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

  政府資金の場合はそ
の融資条件による。銀
行その他の場合は債権
者と協議して定める。
ただし財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借
換することができる。

小 学 校 費 483,900 24,700 508,600

社 会 教 育 費 531,900 73,500 605,400

1,900 4,800 6,700

計 10,614,900 157,700 10,772,600

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費



議案第130号

令和７年度秋田市土地区画整理会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の土地区画整理会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許

費」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。



  第１表　　繰越明許費

千円
1 事業費 1 土地区画整理費 秋田駅東第三地区土地区画整理事業 690,000

款 項 事 業 名 金 額



  第２表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

施設設備管理費及び機器使用料等 12,495

事 項 期 間 限 度 額

千円





議案第131号

令和７年度秋田市市営墓地会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の市営墓地会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 6,985



議案第132号

令和７年度秋田市公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,591千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ481,731千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」による。



4 7,700 2,591 10,291

1 繰越金 7,700 2,591 10,291

479,140 2,591 481,731

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



1 409,634 2,591 412,225

1 総務管理費 409,634 2,591 412,225

479,140 2,591 481,731

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



  第２表　　債務負担行為

(追　加)

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 114,675



議案第133号

令和７年度秋田市大森山動物園会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の大森山動物園会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 22,068



議案第134号

令和７年度秋田市廃棄物発電会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の廃棄物発電会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 28,953



議案第135号

令和７年度秋田市学校給食費会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の学校給食費会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
～

令和10年度

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費及び機器使用料等 3,448

千円
学校給食物資安定供給業務委託経費 4,816,909



議案第136号

令和７年度秋田市国民健康保険事業会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の国民健康保険事業会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 40 4千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,677,305千円とす

る。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。



7 1 404 405

1 繰越金 1 404 405

29,676,901 404 29,677,305

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



7 19,758 404 20,162

1 償還金及び還付加算金 19,757 404 20,161

29,676,901 404 29,677,305

歳　　出

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



  第２表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 373,266



議案第137号

令和７年度秋田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 39



議案第138号

令和７年度秋田市介護保険事業会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の介護保険事業会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,074千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,650,456千円と

する。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」による。



7 4,670,598 19,074 4,689,672

1 一般会計繰入金 4,670,597 19,074 4,689,671

31,631,382 19,074 31,650,456

繰入金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



1 326,100 19,074 345,174

1 総務管理費 326,100 19,074 345,174

31,631,382 19,074 31,650,456

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



  第２表　　債務負担行為

令和7年度
（現行システム分） ～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定福祉総務課分） ～

令和8年度

施設設備管理費及び機器使用料等 6,453

事 項 期 間 限 度 額

介護保険関連サービス委託経費等 45,474

千円
介護保険事務処理システム等更新・運用経費 67,654



議案第139号

令和７年度秋田市後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 3,263

事 項 期 間 限 度 額



議案第140号

令和７年度秋田市水道事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。

（債務負担行為）

第２条 令和７年度秋田市水道事業会計予算第６条に次の事項、期間及び

限度額を追加する。

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費
令和７年度から８年度まで 948,727千円

及び機器使用料等

水道施設切廻等
令和７年度から８年度まで 148,400千円

業 務 委 託 経 費

鉛製給水管取出部
令和７年度から８年度まで 57,400千円

解消業務委託経費

配水管整備事業 令和７年度から８年度まで 652,000千円

電 気 防 食 装 置
令和７年度から８年度まで 50,000千円

更 新 工 事





議案第141号

令和７年度秋田市下水道事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

（債務負担行為）

第２条 令和７年度秋田市下水道事業会計予算第６条に次の事項、期間及

び限度額を追加する。

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費
令和７年度から８年度まで 79,146千円

及び機器使用料等

汚水ポンプ場等
令和７年度から８年度まで 180,964千円

維 持 管 理 業 務

管 渠 建 設 事 業 令和７年度から８年度まで 1,153,000千円

浸水対策下水道事業 令和７年度から８年度まで 510,000千円





議案第142号

令和７年度秋田市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市農業集落排水事業会計の補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第２条 令和７年度秋田市農業集落排水事業会計予算第５条に次の事項、

期間及び限度額を追加する。

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費
令和７年度から８年度まで 12,210千円

及び機器使用料等

農 業 集 落 排 水
処理施設維持管理 令和７年度から12年度まで 86,900千円
包 括 業 務 委 託

個 別 排 水 処 理
施 設 維 持 管 理 令和７年度から12年度まで 125,950千円
包 括 業 務 委 託





議案第147号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第５号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ254,744千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ150,225,480千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。



21 1,213,126 254,744 1,467,870

1 繰越金 1,213,126 254,744 1,467,870

149,970,736 254,744 150,225,480

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



2 19,251,013 210,451 19,461,464

1 総務管理費 16,651,062 210,451 16,861,513

5 538,561 1,393 539,954

1 労働諸費 538,561 1,393 539,954

6 2,627,156 18,160 2,645,316

1 農業費 1,864,963 17,347 1,882,310

3 林業費 430,284 813 431,097

8 16,903,379 21,305 16,924,684

1 土木管理費 344,880 13,813 358,693

5 都市計画費 5,930,228 7,492 5,937,720

10 13,240,220 3,435 13,243,655

6 社会教育費 2,698,755 3,435 2,702,190

149,970,736 254,744 150,225,480歳　　出　　合　　計

歳　　出

総務費

労働費

農林水産業費

土木費

教育費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円





議案第148号

令和７年度秋田市市有林会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の市有林会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 81 3千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ238,180千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。



3 154,779 813 155,592

1 一般会計繰入金 154,779 813 155,592

237,367 813 238,180

繰入金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



1 26,303 813 27,116

1 総務管理費 26,303 813 27,116

237,367 813 238,180

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円





議案第149号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第６号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,777,641千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ152,003,121千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（市債の補正）

第３条 市債の変更は、「第３表 市債補正」による。



12 25,358,000 37,853 25,395,853

1 地方交付税 25,358,000 37,853 25,395,853

16 26,932,012 1,408,471 28,340,483

2 国庫補助金 5,047,983 1,408,471 6,456,454

17 10,552,154 312,563 10,864,717

2 県補助金 2,896,742 312,563 3,209,305

21 1,467,870 3,754 1,471,624

1 繰越金 1,467,870 3,754 1,471,624

23 10,772,600 15,000 10,787,600

1 市債 10,772,600 15,000 10,787,600

150,225,480 1,777,641 152,003,121

地方交付税

国庫支出金

県支出金

繰越金

市債

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



3 56,834,361 1,458,695 58,293,056

1 社会福祉費 26,696,277 622,897 27,319,174

2 児童福祉費 20,962,954 835,798 21,798,752

6 2,645,316 38,405 2,683,721

1 農業費 1,882,310 26,589 1,908,899

3 林業費 431,097 11,816 442,913

7 10,026,887 235,750 10,262,637

1 商工費 10,026,887 235,750 10,262,637

8 16,924,684 34,001 16,958,685

3 河川費 1,462,374 17,000 1,479,374

5 都市計画費 5,937,720 17,001 5,954,721

10 13,243,655 10,790 13,254,445

6 社会教育費 2,702,190 10,790 2,712,980

150,225,480 1,777,641 152,003,121歳　　出　　合　　計

歳　　出

民生費

農林水産業費

商工費

土木費

教育費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



  第２表　　繰越明許費補正

(追　加)

千円
3 1 社会福祉費 福祉灯油購入費助成事業 323,036

2 児童福祉費 物価高対応子育て応援手当支給事業 135,851

7 1 商工費 飲食店応援消費喚起ポイント還元事業 235,750

8 3 河川費 河川環境整備事業 15,000

5 都市計画費 大森山公園緩衝帯整備事業 6,000

10 6 社会教育費 史跡秋田城跡緩衝帯整備事業 10,790

土木費

教育費

民生費

商工費

款 項 事 業 名 金 額



 第３表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

2,347,000 15,000 2,362,000

計 10,772,600 15,000 10,787,600

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法

道 路 橋 り ょ う 費




